
 

千葉県オリンピック聖火リレー準備委員会規約 

 

平成３１年２月２６日施行  

 

（名称） 

第１条 本会は、千葉県オリンピック聖火リレー準備委員会（以下「準備委員会」

という。）と称する。 

 なお、準備委員会は地方自治法第１３８条の４第３項の規定により法律又は

条例により設置された附属機関ではないものとする。 

 

（目的） 

第２条 準備委員会は、千葉県聖火リレールート検討委員会で選定された県内

ルート（案）を受け、東京オリンピック競技大会の聖火リレー（以下「オリンピ

ック聖火リレー」という。）のランナーの選定及び聖火リレーに係る企画・演出

等を検討するなど、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組

織委員会（以下「組織委員会」という。）に協力して、聖火リレーの円滑な実施

に向けた準備を行うことを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第３条 準備委員会は、前条の目的を達成するために次の事項を所掌する。 

（１）オリンピック聖火リレーのランナー選定に関すること。 

（２）オリンピック聖火リレーにおけるセレブレーション等のイベント及び沿

道での盛り上げ等の企画・演出に関すること。 

（３）オリンピック聖火リレーの広報に関すること。 

（４）オリンピック聖火リレーの詳細ルート（案）の選定に関すること。 

（５）その他、千葉県内におけるオリンピック聖火リレーの準備に係る必要な事

項に関すること。 

 

（構成） 

第４条 準備委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。 

 

（役員） 

第５条 準備委員会に、次の役員を置く。 

（１）会長  １名 

（２）副会長 １名 

２ 会長は、千葉県副知事の職にある者を充てる。 

３ 副会長は、会長が指名した者とする。 

 

（役員の職務） 

第６条 会長は、準備委員会を代表し、業務を総括する。 

２ 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理す 

る。 



 

（部会） 

第７条 会長は、準備委員会に部会を置くことができる。 

２ 部会の運営については、別に定める。 

 

（会議） 

第８条 準備委員会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 準備委員会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。 

３ 会長が必要と認めるときは、議事に関係又は専門的知識を有する者等を本

委員会に出席させ、その意見を徴することができる。 

４ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。

ただし、会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された決議事

項について、代理人に権限を委任し、又は書面により議決権を行使することが

できる。 

５ 委員会の議事は、出席委員（代理人にその権限を委任し、又は書面で議決に

加わったものを含む。）の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決すると

ころによる。 

 

（任期） 

第９条 委員の任期は、委嘱の日から準備委員会が解散する日までとする。 

 

（ルールの遵守） 

第１０条 準備委員会及び委員は、国際オリンピック委員会（IOC）や組織委員

会が別途定めるガイドラインなどに則して第３条に定める事務を進めるものと

する。 

 

（守秘義務） 

第１１条 委員は、任期中及び任期後において、委員として知り得た秘密情報

（本委員会の資料の内容のほか、本委員会における議事内容等を含むが、これら

に限られない。）について、その秘密を保持しなければならず、準備委員会及び

組織委員会から事前に書面による承諾を得た場合を除き、第三者に対して開示

又は漏洩してはならないものとする。 

 

（議事及び資料の公開） 

第１２条 準備委員会の議事の内容及び資料は非公開とする。 

 

（事務局） 

第１３条 準備委員会の事務局は、千葉県環境生活部オリンピック・パラリンピ

ック推進局開催準備課に置く。 

 

（解散） 

第１４条 準備委員会は第２条の目的を達したときは、解散する。 

 



 

（存続条項） 

第１５条 準備委員会が解散した場合においても、第１１条（守秘義務）につい

ては、有効に存続する。 

 

（補則） 

第１６条 準備委員会の運営に関して必要な事項は、本規約に定めるもののほ

か、会長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ 本規約は、準備委員会の設立の日から施行する。 

（千葉県聖火リレールート検討委員会規約の廃止） 

２ 千葉県聖火リレールート検討委員会規約は廃止する。 

（千葉県聖火リレールート検討委員会規約の廃止に伴う経過措置） 

３ 千葉県聖火リレールート検討委員会委員に係るその職務上知ることのでき

た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以降もなお、従前の例に

よる。 

 

別表（第 4条関係） 

  

千葉県副知事 

千葉県教育委員会教育長 

千葉県警察本部警備部長 

千葉県警察本部交通部長 

千葉県市長会会長 

千葉県町村会会長 

 

 


